
南京政府時代郷村における公立小学校経費の徴収

朝 倉 美 香

は じめに

南京政府(1927-1948)時 代は中国の教育近代化の過程で大きな位置 を占めることができる。

なぜな らば、清末における近代学制の発布に続 き、北洋政府(1912-1927)時 代 も国家主導の義

務教育政策を実施 しようとす るが、就学率は少 しずつ上昇 したものの、清末 とは異なる抜本的な

改革を しなかった北洋政府時代においてその効果は疑わ しいものであったか らである。

南京政府時代は北洋政府 時代が地方 自治の進展に伴い行政組織の区(省 ・県 と郷 ・保の間に位

置す る)を 学区としたの とは違い、より下位の郷鎮を学区として行政組織に教育行政の機能を求

めた時代であった。つま り、よ り細やかな教育行政が可能 となると考 えた うえでの学区の細分化

であった。 しか し細分化 され ることでよ り効率的に学校経費を徴収 し、運営に支障をきた さない

とい う当初の 目論見は功 をなさず、む しろ細分化 された地域社会で学校経費の財源 を獲得 しなけ

ればならなかったため、当時開催 された教育会議の議題はいつ も経費の不足であった。そ こで本

稿 では、南京政府時代郷村において義務教育実施の過程でどのよ うな学校経費の徴収を行い、そ

れが教育近代化において どのよ うな意味を持 ったのかを論 じる。

第1節　 1930年 代の学校経費の徴収

義務教育実施の状況

南京政府時代は、郷村 の義務教育実施 には何が必要なのかが喧々諤 々 と教育関連雑誌 で討論 さ

れた。郷村における小学校経費が どのよ うに拠出されるのか、またそれを支 える郷村の地域構造

のあ り方などが議論 された。 それでは実際に郷村で義務教育は実施 されていたのだろ うか。譚 元

享 『世紀の旅－ 客家魂』は広東省 における客家地域(梅 州を中心 とした嘉応州)に おいて、地域

社会における学校教育の進展を清末か ら中華人民共和国に至るまでを叙述 した小説である。郷村

において農民が教育欲求をもちなが らも経済的要因によって、それを果たせない状況が辛 らつな

視線で描かれている1)

老人が何 日かボー としていると、村の子 どもで工場で働 く者以外は山できこり、野で果

物を採取 した り、根っこを掘 ってい ることに気づいた。そこで老人は山の学校では秋収

穫の休暇があるのか と訊ねた。す ると子 どもたちは最初分か らないとい う顔 を していた

が、す ぐに笑い出 して 「ぼ くたち、毎 日学校 ないよ」 と言った。 ただ し子 どもが冗談で

サボっていることをサボタージュしていたわけではない。ただ1名 の教員が政治的な理

由で拘束され、学校が閉鎖 されたのだつた。 その教員は1年 生か ら4年 生までの国語、



算術、歴史地理など何 でも教えた とい う。 そこで老人は流蛍小学 とい う村の学校に行っ

てみるのだが、木造の学校は20、30名 が座 ることができる教室 しかなかった。教室の隣

には質素な寝室があったのだが1名 がや っと寝れ る程度のべ ッ ドがあるだけだった。食

事は村人が ご馳走 していたとい う。ある子 どもが言 うには 「省城の中学に合格すれば村

のみんながお金を出 して くれ勉強ができる。大人が言 うには勉強 しなければ出世 しない

のだ。 しか しいまは誰 も勉強 していない」。 そこ で老人は 「私が授業を しよう。それで

いいか」 と子 どもたちに言 うと、子 どもたちは 「僕たちに先生ができた。先生がで き

た」 と小鳥の余に囀 りなが ら村中走 り回っていた。

ここか ら小学校の設立 ももちろんだが、如何に小学校の運営が困難 であるのかが明らかである。

また、子 どもたちに とっては学校で学ぶことが喜びであること、それに答える旧知識人を代表す

る老人が山中の小学校で教鞭を取ることが村の同意を得 さえすれば可能であることなど、当時の

僻地の小学校事情が如実に反映 されている。表1か ら広東省 における各県の就学率を見ても、各

県 によってまちまちで、上記のような郷村ではその就学率は低かったことが予測できる。

た とえば表1か ら就学率が低い と思われ る南海県では、多 くの学齢児童が小学校に就学せず、

私塾に就学 していた。 そのため1935年2.月8日'「 南海県取締私塾」規定によって、「県府は公安

分局、各区郷所、各区教育区に私塾 を取 り締 まらせ る。学校 があれば極力学校に入学させ、まだ

学校を設立 していない場合は定期的に郷民大会を召集 し、租嘗(租 税)を 期限までに徴収する。

私塾 を設立する者はただちに閉塾、釘で封 じ、塾師を拘束、厳 しく懲 らしめる」と私塾追放政策

をとった。 しか し私塾の利便 さ、学費の安 さなどか ら私塾就学者の数は減少 しなかった。

県府主導の義務教育普及

1931年10月 林文敷番 禺県立郷村師範学校編 『小学行政』には、「小学校の収入」を中央政府が

完全に支出すべきだ との記述がある。 これは地方師範学校で編集 された師範学校学生向けの教科

書 であった。 どんな時代で も義務教育経費の国庫支出 ・補助は望まれたのだが、それは現実には

解決 され ない課題 であった。林は、「私人 ・法人に限 らず小学校 は学費 を徴収 しない ことが原則

で、初級小学校で も1元 を超えてはいけない。 また、地域の公 立小学校 に関 しては、郷の公的資



産、法団な どの資産(不 動産)、 資金(銀 行預金)の 利息を小学校経費 とする。 しか し私立学校

は寄付 を経常経費 とする」 と書いている2)。

このよ うな学校経費徴収の方向性に対 して、教育学者陸傳籍は、「国民教育は地方の事業であ

るが、我が国の政治は中央集権政策 をとっているので国民学校経費の負担 も中央の責任だ」 と次

のよ うに同意 している3)。 「む しろ国民教育は中央省 県の三者が共同で分担すべきで、そのため

各省県教育文化費の増加 については、県が直接地方教育の責任を負 う。省は間接的に地方教育の

責任 を負 う。教育文化費によって郷鎮保政治事業の発展を進展 させ る」 と地方 自治 と地域社会の

発展 、教育普及をセ ットに して考えていた。そのため、「①税務員の中飽をやめ させ、今後県学

校経費が増加することか ら徹底 して税務を整頓する。②実業発展を行 う。財源が豊かであれば、

教育は必ず振興する。③廟産興学。郡爽秋氏が提唱す る廟産興学によって学校経費の増加が可能

である。④公産荒れ地の権利は政府に帰す。⑤個人の寄付を奨励する」 といった学校経費不足の

解決の糸口 を述べている。 このように陸は、地域社会の国民学校経費負担のあるべ き姿について

県府主導の視点か ら理解 していた。 次いで陸は、 これ ら地方財産の収入源について 「国庫給与補

助費、省庫給与補助費、省庫給与補助費、県庫給与補助費、その他区郷鎮給与補助費」、 自治団

体に よる収入(公 款及び公産、単行税 、附加税、公益税 、公費及び使用費、公債、地方所有の営

業収入、罰金)が あるとい う4)。

教育学者左学禮は、県内の学校経費の独立 について、南京国民党対内政策第13条 「学制系統を

整理 し、学校経費 を増額 し、その独立 を保障す ること」を引用 して根拠 としている5)。 各省県市

は、1931年 か ら徴収機関の独立、保管機関の独立、支配権力か らの独立、課税機 関の独立が徐々

に果たされ るようになった。た とえば豊順県附税は次の ように小学校経費は店税か ら支出され る

など、各県府によって県が徴税権を持つ教育税による義務学校経費の支出がな されるよ うになっ

た。店税の比重の重 さは表から明 らかである。

しか しこれはあ くまで県立小学校の経費 として徴収 された もので、学区内の郷鎮立小学校に代

表 されるそのほかの公立小学校はその対象外であった。

陸によれば、地方 自治に必要な支出は法律の規定するところ、あるいは監督官庁が命令すると

ころによ り、支出の是非及び支出額の多寡は 自治団体の意志に左右 されないものの、各省県市郷



鎮の必要 とす る義務学校経費が増加 して、新たに経費が必要な場合、郷鎮あるいは学区の場合は

郷鎮あるいは学区で徴収すべきだ とした。そこで郷鎮 を基本 とす る学区では、義務学校経費徴収

は以下の範囲で行われた。

・県市政府が許可 した合法的な税及び附加税収入。

・県市政府が許可 した郷鎮あるいは学 区内で整理 した学産収入。

・公的人物の学校経費への寄付。

・県市あるいは郷鎮の公議(法)に よる住民の分担寄付金。

つま り個 々の学区では寄付以外は、県市政府による認可を経た うえで、は じめて学校経費の徴収

が可能であった。

たとえば、1933年3月 「南海県分期催行義務教員歩驟 増徴経費弁法」によれば、南海県県長李

海雲が 「各地方の文社収入の5割 、各宗族の祖嘗2割 、廟庵寺産業の収入3割 、菜園租金収入の

5割 、地方公産売買の3割 、各区公安分局、区公所が10-20元 、さらに個人寄付」を学校経費の

枠 としてい る。学校経費の問題か らみ ると、郷鎮における県主導の義務教育実施 とい うのはあく

まで形式的なものに過ぎず、学区内の自助努力 こそが求められたとい うことが分かる。

広東省 中山県の地方 自治の発展 と義務教育普及 の試み

1934年3月 、内政部 ・行政院に よって 「各省 県市地方 自治改進弁法大綱」 「改進地方 自治原

則」が発布 されると、地方自治の発展が試み られ た。李徳芳 によると、南京政府時期の郷村にお

ける自治制度(1929-1930)は 次のよ うであった とい う6)。

・立法機関－郷鎮民大会。郷鎮長、そのほか職員の罷免 、自治規約の制定、修正、法規

の議決。大会は公民の過半数の同意 を得て決定する。

・執行機 関－郷鎮公所。教育お よびその他文化事項。郷務会議、鎮務会議 で、郷鎮長、

副郷鎮長、間長、監察委員が列席 し議決す る。

・監察機 関－郷鎮監察委員会。郷鎮民大会で監察委員若干名 を選ぶ。監察委員会は随時

各郷鎮公所の帳簿、資産を調査す る。不正 を隠 した ら、郷鎮公所が正す。

・調停機関－郷鎮公所付設調停委員会。民事調停 、刑事調停を行 う。郷鎮民大会で選ぶ。

・自治職員― 郷鎮公民満25歳 以上。①公務員試験、普通試験 口答試験に及第 した者 、③

かつて中国国民党で服務 した者、③かつて国民政府機関で任官 した者、④かつて小学

校以上の教職員あるいは中学校以上の卒業者、⑤ 自治訓練を経て及第 した者、⑥ かつ

て地方公益で成績を上げた者、区政府 が県政府に推薦 した者。

・公民資格－男女を問わず、本郷鎮に1年 、2年 以上居住 し、満20歳 以上で宣誓登記 し

たのち、郷鎮公民となる。反革命の判決が確定 した者 、汚職官僚、土豪劣紳の判決を

受けた者な どはなれない。

・郷鎮財政収入－①郷鎮公的資産、資金、②郷鎮企業の利益、③ 自治款項、④県 ・区の



補助金、⑤特別税。特別税は郷鎮民大会で決議す る。郷鎮財政は3ヶ 月に1回 公開す

る。

以上の ことか ら郷鎮が地方 自治の基本単位であることが分かる。

さて 「広州年鑑第九巻 広東 中山の模範県」では、広東省中山県における地方 自治制の確立を

図るなかで、その義務教育普及 を実施 した状 況が克明に描かれ ている7)。 「中山県は中央が総理

誕生の地 として記念 したことか ら、自ら模範県と定めた」 ことで、実際にそのほかの省県の模範

となる地方 自治政策 を実施 した。

まず1930年4月 、県 を各区に分けそ こに公所 を設 け、さらに区の下位 にある郷鎮の公所 を設 け

ることで、上位 下達式の県府主導の地域構造 が形成 された。県府は同年4月30日 、公所区長9名 、

区公所9カ 所を、同時に各区長は郷鎮籌備委員会を選び、県府の委任によ り郷鎮公所籌備処 を成

立 させ た。 同年5月 より1931年3月 までで、各区郷鎮公所籌備処成立は250余 ヶ所、鎮公所籌 備

処成立は4ヵ 所 、このほか各郷鎮組織籌 備処は100余 ヵ所 と増加 した。 この構造は、北洋政府時

代 と変わらない。

同一時期頒布 した 「中山県訓政実施委員会組織大綱」、1931年1月14日 、「修正 中山県訓政実施

委員会組織大綱」によると、訓政実施時期に応 じた教育計画は次の通 りである8)。

第三期　 1930年3月 、国民体育、国民補習学校及び訓練講堂の成立。

第四期　 1930年4月 国民体育10歳 から40歳 の未就学男女の統計、未就学男女の国民訓練学

校入学卒業、 もとの学校整理 と教育普及。

第五期　 1930年5月 定期的に体育運動 を挙行 、体育成績の奨励規定、30歳 ～40歳 の未就学男

女の統計、未就学男女の国民訓練学校卒業指導、もとの学校整理 と教育普及。

第六期　 1930年6月 未就学男女国民訓練学校卒業、もとの学校 の整理、教育普及。

それでは、その経費は どのように負担 されたのだろ うか。

まず 、泉府による学校経費の補助が挙げ られ る9)。 しか し1929年10月 、「各区公所籌備処 の経

費は区が法 によって徴収するほか、県自治籌 備処によ り各 区へ約400元 補助す る。ただ し1930年

2月 県府 は一時400元 の補助費 を発給するが、以後は補助金 を停止 し各 自治機関が自ら徴収す る

ことにす る」 とあるように、最初 の半年を除いては区郷鎮での自助努力が求められた。具体的に

は上記 の教育普及に関す る目標 も各区郷鎮の経費負担の もと進行 されることになったのである。

南京政府時期初期 も、北洋政府時代の慣行か ら区公所 を中心に郷鎮で自ら学校経費 を徴収するこ

とが求め られた。

次に県府 により認可 された税徴収が財源 となった。県府 からの学校経費の補助費がなくなると、

区、郷鎮は 自ら教育税徴収が可能 となった。

第三 に、公的資産である。 中山県の公的資産は豊かな部類 に入 り、た とえば南郷区北郷一郷の

公的資産 は毎年十余万の収入があったとい う。 しか し多 くの資産は 「土豪劣紳」、劣悪 な郷紳が

持ち整理 されてお らず、地方 自治のために用い ることはできなかった。 このため当時県府は、根



本的な解決方法 とはいえないが、各 自治機関が地方税 を徴収することによって業務を維持す るこ

と、これ以外 に商人、住民を痛 めず義務教育実施を行 うことはできないと している。

そこで1930年 訓政実施委員会第三届会議において、全県公的資産の整理を提 出 し、県、宗族所

有の資産を分別 し、宗族公産管理委員会を組織 し、区と郷鎮の公産は区と郷鎮公所に帰す ことに

した。提案が通過ののち、県府 は管理公産章程 を公布施行 した。 しか し執行は難 しく、公費管理

は少数の郷鎮公所が実現 したにすぎない。宗族社会が社会の基本的な単位 であった当時、宗族公

産管理委員会の組織は反発 され る要因が多々あった。 このよ うに県府 と区郷鎮公所 には地方 自治

の発展に伴い、行政系統 として上位下位の関係にあったが、こと経費の問題になると区郷鎮公所

が独立 した経費を開拓せ ざるをえなかったのである。

義務教育経費の財源 確保

1931年 前後は財政難か ら義務教育経費の財源確保が各地域で問題 となった。

「広東教育月刊第1巻 第3期 」(本 庁1932年2月 行政報告)で は、各校経費お よび学校経費処

理の紛糾事項について25件 を挙げている。以下はその うちの一部であるが、 とりわけ各県府が新

しい初等教育機関経費の創出に力 を入れていることが分かる。

・龍川私立時敏初等小学は学校資産を奪われ
、県に維持す るよ う県府の指示 を待っている。県府

は、老龍生猪税 で教育を維持す ることを批准 した。

・霊山第3区 小学校は神産を用いる。

・楽昌8区 上楼初等小学校は学校資産 を奪われ 、県に厳 しく追求するよ う請願 した。

・感恩県立第二高等小学校は民衆の学費徴収反対で教育が普及 しない。

また地方教育行政経費の整理等の紛糾事項は43件 あった。

・潮陽県は祝税を徴収 し学校経費 とす る
。

・番 禺県は渡船附加税を教育に用いた。

地域 レベルで従来か らの資産を活用 した り、新たな教育税 を課税することで学校経費の捻出に

苦心する様子は どの県、区、郷鎮公所でもみ られた普遍的なことであった。

たとえば南海県立石湾小学校経費は、1934年3月 、5ク ラスで始まったが、児童の増加 に従い、

翌年は6ク ラス となったため、1、2、3年 生は複式、4年 生は単式学級 とした。総経費は563

元であった。その うち県府 より382元 の補助 、宗族 自治会か ら20元 が支出 された。不足す る学校

経費 を補 うため、第十区学務委員会は教育税 と毎月の学費徴収を行った。石湾小学校 は県立小学

校 であるため、区が中心となって学校経費 を徴収 していることが指摘できる。

同様の学校経費不足の事例は、南海県第四区小学校第四区学務委員郡漢生が 「経費がな く学校

維持が困難である。籌 款弁法 乙項によ り各校 は毎年補助4元 を県府 に申 し出る」 と報告 している

ことか ら明 らかである10)。

また、1933年1。 月潮安県第二区公所で県教育会議が開催 された。 そこには区公所委員、各郷郷

長副、県参議員、各校校長、各校校董主席、つま り、地域の行政、教育行政の指導者 らが勢そろ



い した。会議録では学校経費の不足か ら小学校が閉校 し、私塾が横行 した状況が記 されている。

潮安は元来教育発達の地で、質数量 ともに評価できる。 しか し各区でみ ると私塾が林立

し、完備 した小学校は多 くない。当然人材 は多くなく、教育サー ビスができなかった。

また社会の風紀は閉鎖的で繁栄を望むことは難 しい。本 区では閉校 した学校を開学 し、

腐敗 した私塾 を解散 させ、義 田、文祠産業 を小学校経費 として校舎を建築、大和小学校

を開校 した。私塾は極 めて多かったので合併 して正規の小学校 とした。本区内の古洋郷、

鳳六郷、登塘郷はひ としく高等小学校がなく、初等小学校卒業後の進学が困難であった。

そこで該郷郷長、副郷長が責任 を負い、演戯遊神等の資産で高等小学校 を設立 した。

ここか ら、地方 自治 との関連で教育の 自治が行われ ようとしたものの、県府主導で区公所 が関

与する教育行政制度下では学校経費の捻出に苦労があった ことが分かる。

第2節　 1940年 代の学校経費の徴収

1940年 以後の中心学校設立 による郷義務教育の進展

1930年 代後半か ら各郷鎮では中心学校を、その下位にある保 では国民学校 を設 けた。つま り一

つの郷鎮にある複数の小学校 の うち、その中心的な役割を担 う学校 を中心学校 と命名 し、補助費

などで優遇するとい う政策を とったのである。 これはこれまでの県立小学校 、区立小学校に関す

る政策が整備 されてい ることとは対照的に、郷村の小学校の普及、学校経費徴収に課題が山積み

であったことによる。それは1940年 の新県制の実施 に伴い、区署(区 公所)の 役割 よ りその下位

にある郷村に重点を置いた政策 として重ん じられた。李秋谷が述べるよ うに 「区署は県政府の補

助機関 といえども区長はただ県長の区内地方事業推進を協力す るだけで、教育行政の立場では一

区の行政機関ではな く、区長 も一 区の行政長官ではない」か らであった11)。 趣

ちなみに、孫則譲 「保国民学校弁法概要」によると、当時の郷鎮は10保 以上で構成 され、保は

160-170戸 とい う計算 で1郷 に2,000戸 前後があった。つ ま り平均1郷 に1万 名が20下30里平方の

うちに居住 していたのである12)。

また、このよ うな郷鎮を中心に義務教育を実施することは、郭有守が 「屠宰税は去年 よ り増加

『したが
、これはわれわれ整理 した結果である。 しか し県政府は 自ら弁 じることはできない。 自ら

弁 じて も漏税が多 く、各県屠宰税 の漏税を整理す るただ1つ の方法が全部郷鎮に帰すことである。

郷鎮公所管理の地域 と人口 は、みな県政府の20、30分 の1で ある。かつ各保 甲長の支援があ り、

漏税は比較的県政府が商人に頼むより便利である」と論 じるように、教育税徴収の面で県府の能

力には限界があったため、平常、郷村で徴収 を行わせ、問題 が発生すれ ば県府が強制的に介入す

るとい う方法が有効 と考えられたためでもあった13)。

さて、『南海教育会月刊』では、曾鏡 酒郷により設立された趨議中心小学校について触れ てい

る。 中心学校は社会事業の一切を行 う中心的立場にあり、郷区内の教育、政治、宗教、経済、実



業を指導す る役割、すなわ ち日本でい うと実業小学の役割を果たす とされた。同時に画期的な教

育基地としての実験小学、区内の教育行政機関の任務 も有 した。

地域か ら義務教育を推進するためには、このような中心学校の役割が期待 されたのだった。 と

くに中心学校は、①県内各区には貧富の差があ り、豊かな区内では大規模小学があ り、同時に付

近の小学校は互いに競争 し義務教育の進展が速い、② しかしそれに反 して貧 しい郷村内の単級小

学では経費が乏 しく、私塾が色彩 を放つな ど、義務教育実施に好ま しくない傾向が見 られ る。そ

れゆえ教育機会の平等を図 るため郷村 内で義務教育実施を図る うえで重要な存在 として期待され

た。

そのため、中心学校設立に経費の点で問題があれば県立小学校 を閉校 し、中心学校 として再出

発する、あるいは区内に大規模小学校がない場合は新 しく設立 し、県の特別補助 を受けるべきだ

とした。 このように県主導による中心学校設立によって学区(郷 鎮)内 の教育効 率が高ま り、教

育 自治が振興するよう教育当局、そ して郷紳も尽力すべきだとされた。

さて、表3か ら1942年 の段階で、広東省では郷鎮数 と同数の中心学校があるが、保国民学校は

保数 より少ないことが分か る。 ここか ら地域社会で如何に中心学校が重要視 され たのかが明確で

ある。

中心学校設立後の新 しい教育行政組織図は次の通 りである。県府が区署 との関係 を持ちながら、

郷鎮-保 とい う下位の行政組織 と連帯 して地域の国民学校を管轄 してい ることが分かる14)。



(保長)

国民学校

文化幹事=校 長

学級以下の国民学校行政組織系統図

県保国民学校

校長

校務談話会

小学部－教導股-児 童

民教部-事 務股― 児童

梁漱浜による？平村

村学－学長

－学董会一常務学董 ・村理事－全村民衆

－教員－ 専任教員.村 学教員

－学衆－婦女部 ・児童部 ・成人部

郷学－学長

-学 董会－常務理事－全郷民衆

－教員

－学衆－職業訓練部 ・進学予備部

出典:李 徳芳 『民国郷村 自治問題研究』人民出版社 、2001年p.151。

この時期教育行政長官は、県では県長、郷では郷長、保では保長 で強制的に政治権力 を用いて

国民教育 を図る時期であったため、行政の長が教育行政長官 を兼任 していた。 また県は、教育科

長 、郷は文化股主任 、保では文化幹事をおき責任 と上下関係 を明 らかに した。郷長、校長は1名

が兼任 し、文化股主任が中心学校教導主任を兼務 、さもなければ校長が兼 ねるとした。郷鎮長の

令を承け、文化股主任が全郷教育文化を発展 させ ることに尽 力した。郷鎮長が中心学校校長を兼

務す るのは 「何人かで行 うと意見が不一致、歩調が異なるとい う弊害をな くすためであると同時

に、国家 、省 が経費を節約す るため」 とい う15)。

そ して単数 あるいは複数の保で構成 され る学区、つま り保国民学校が1校 設置 された学 区では

区教育視導員を設置 した。各区で指導員は管轄内の郷保国民教育指導の責を、学区 ごとに区署 を

設 けていない区では 自治指導員が教育指導の責 も負 うことになった。 これ ら教育関係者 を統括す

る県府が全県の最高教育行政機関とな り、県長が計画、督導の責を負い、教育問題 に遭遇すれ ば

解決す ることが定められた。 このよ うに県教育行政権力 を強めること、機構の調整、人員 の増加、

謎責を明確 にすること、教育行政関係者の訓練、任免、管理、学校経費の統括徴収運用が一本化



した。

その一方で、民国時期を代表する社会教育者梁漱溟 が郷村教育運動(初 等教育 と民衆教育を一

体化 させ た事業)を 積極的に行 った？平村では、李徳芳によると、次のような特徴があった とい

う16)。この梁漱溟 の郷村教育運動は民間の社会教育運動で地域社会の発展の うえで基礎教育がい

かに重要 であるかを認識 した結果起 こった運動であった。一部の地域で実践がなされた。

① 教育組織は、下級地方行政組織の代替組織 であ り、さもなければ教育で行政を代替

す る。教育は郷村 自治を啓発す る唯一のものである。

② 郷学 ・村学の教育 目標は、量の拡充、つま り教育の大衆化、そ して質の改良、教育

の生活化にある。

③ 郷学、 村学は郷村の自治 を促す。教育によって民衆に規律 ある習慣、組織能力を養

成 し、民衆が健全に 自治組織を形成する。

李によると、村学董は県政府により派遣 された補導員が村で適 した人選を行い、再び村衆を集

め諮詢 し同意 を得た後、3-5名 招聘 するもので、1年 任期 で、県政府によって再任 も可能であ

る者を指す。郷村理事お よび村長 、そ して郷紳で公益に熱心な者 も県政府によ り1-3名 の雇 わ

れ学董 となる。雇われ学董の任期は理事、村長の任期 とし、任期1年 、再任 も可 とした。つま り

梁漱溟 によって最先端の郷村教育運動が行われている地域では、郷学 ・村学の最高責任者は校長

とはいえ、実際は郷村長 など行政機関長、郷紳が深 く関わっていたのである。

それでは中心学校を設立す ることで郷村 を単位 として義務教育普及 を図った地域において、 こ

のよ うな行政組織で問題 はなかったのだろ うか。実は、中心学校 に限 らず、学区内の小学校経営

に関 しては小学校 関係者に責務が集中 し、県教育行 政機関が各地の小学校存続 に尽力 しなかった。

県教育行政機 関は郷保学校に関す る報告 を職務 とす るが、小学校 との関係は疎遠で、人を派遣 し

て状況 を視察 しよ うとも しない場合も多かった。その結果、一切の政令は執行 されない とい う状

況であった。そのため学区内に督学(教 育普及のため県府か ら派遣 された者)が 常駐することに

よって彼 らの旅費時間が節約でき、県教育行政 と密接に連携 できるよ うにすべ きだと提言 され た。

しか しこれに関 しては、教育学者皮萬は督学だけが地域の小学校 を監督するのではな く、県教育

科長の職務を現代行政の科学化、公文処理、人事調整、経費支配の科学管理 と明確にす ることで、

県教育行政は詳細な計画を定め、その際関連法規は地方の実情にあったかたちで運用すべきだ と

指摘 した。また督学については教師の教師に相当す る職務 となることから、優秀な小学教員か ら、

深い学識、経験豊富、高尚な道徳、専門家精神を有する者 を選抜す ることに し、督学は県庁、教

育科長の委託 を受け、本師範学区省立師範学校長 と連携 をとり、全県教育を指導する重大な責務

を担 うと規定 した17)。組織の充実だけでなく、学区内の教育行政を監督する県府か ら派遣 される

督学の役割に注目された。

それ でも教育学者李秋谷が述べ るよ うに明 らかな欠点も多かった18)。李は、「新県制の実施 で



県は地方自治単位 とな り、保甲は地方自治の最基層の組織 となったが、国民教育はこのよ うな組

織 で動いていない」 と批判的であった。それは次のような理由か らであった。

・新県制が実施 され、各県区署が撤廃 され、多 くの県の区教育指導員はまだ設置 されず 、

県 と郷の間の監督補助機関が欠 けている。 同時に郷鎮公所 と保弁公所は組織がまだ充

実 していない。郷保学校 と連絡 も少な く、経費、児童数、視導みな問題である。

.人 材が少な く1専 門訓練を受けていない。区教育指導員及び郷保文化股主任 ・幹事を

設置 していない。

・職権が明 らかではな く、責任 を負 う者がいない。各県県長、郷鎮保 甲長で本当に教育

を理解 し、熱心に教育 を推進する者が多 くない。職権の明文 規定がな く解決の方法が

ない。

つま り、行政区を縦割 りに した組織化は決 して否 定されるものではないが、広東省海豊県の林

偉民が 「いかに郷村教育を発展させ るか」において述べているよ うに、義務教育の実施が当該地

域社会の政治 、経済、地理条件 と関係 が深いかは考慮に入れるべきであった。林は、「教育上の

問題 で、個人め名誉が傷つけ られ、その結果、人事の紛糾がおこるなどした。教育は政治、社会、

治安の安定を前提 として推進 され るもので、単独で発展することは不可能である」 と考察 してい

る。

また教育学者顧樹森は 「省市教育行政機 関が毎年国民教育計画を実行する際,① 内政部刊行の

1938年5 ,月 『保 甲統計』の数字は各省市が報告 した ものだが、全省市の各郷鎮数及び保数 は不完

全で、最近各省市の郷鎮保数が減少 したことで事実上一つの郷鎮保の面積が拡大 している。郷鎮

保が拡大す ると、郷鎮の中心学校、毎保の国民学校だけでは全部の学齢児童未就学の民衆を収容

できな くなる。教育庁 と民政庁が話 し合 う必要がある」 と論 じている19)。しか し財政上の問題か

ら簡単に新 しい学校 を設立す ることはできなかった。そ こで顧 は、「定期的に全省各県県長 と教

育科長が会議 を開き、共同で各県の経済力によって国民教育に1順序をつけ、中心学校 、国民学校

を増設す る。経済力がある県では1、2年 を 目途 とするが、貧 しい県、僻地の県は文化後進地域

なので短期で計画を完成す ることはできないため、別に法を設ける」とした20)。

当時の省財政は乏 しく、新県制が実施 されたことで、過重な負担を強い られていた。 しか し省

庫 よ り県に多 くの徴税権が与えられたとはいえ、末端の郷村における義務教育実施 を支 える経費

は回ってこなかったのである21）。

四川省1940年 度実施の新県制には2つ の問題、つま り経費、人材の問題 がある。新 県制

の第一歩 は、省 県財政 が県各級組織綱要に よって分割 された ことで、省庫の損失は約

350万 であった。屠宰税、房捐は全部県に帰 し、1939年 省庫予算は屠宰税350万 元、房損

110万 元、中央補助の印花税30%め60万 元を県 に与 えた。 さらに省 による県補助費が毎



月20万 元で年240万 元、聯立区立学校経費 は各県が本来負担するものであるが、1939年

度の予算で155県 に計460万 元を補助 した。また僻地区署経費は新県制以後省庫か らは補

助 しないことになったとはいえ少なくとも20万 元の補助は続いた。それでも国民学校経

費は各保 より集めることが決議 された。

学区の問題

実は、この時期の教育法令のなかで郷鎮中心学校 と保国民学校以外の公立小学校の地位 は明文

をみない。そのほかの公立小学は保国民学校 に改組 しない とこの綱要の保護か ら外れるのだろ う

か。つま り郷鎮中心学校 と保国民学校以外は県教育行政機関の監督の対象外 となるのであろ うか。

これ も国民教育行政上の中心問題 となった。

通常、各県のいわゆる公立小学校 とは、県立小学校 、短期小学校、区立小学校、郷立小学校 、

数区あるいは数郷の聯立小学校を指す。 このほか、名称は私立でも実は公費で運営 されている小

学校 も少 なくない。保小学校 は、実際相 当数 あ り、保小学校の名称を採用 したものが最近私立 と

名を連ね ていることが多い。それは実際には公所が運営する小学校で、その実、郷保学校 と名 を

変えることも可能な小学校である。

保学校 の存続 も難 しい問題であった。広東省では、多くの県でこの種の事態が発生 している。

広東省教育庁は近来各県郷保学校名簿によって機 関物 を送るが、少なか らず送 りかえされた。つ

ま り郵便局はもしこの学校がなければ送 り返す ように していることから分かるよ うに、設立され

ても廃校 となる学校があとを絶たなかったのである。

単に改組すればいい とい うものではなく、区立、聯立小学校の改組不賛成の声 もあった。た と

えば現在一般の小学校運営状況は財政的に困難を極めるが、区立小学校 と聯立小学校は資産が比

較的多い。それゆえむ しろ聯立小学校が仮に資産を二部すると、必ず運営に影響が出る可能性 が

ある。また、この時期の学校経費はいくつかの郷鎮か ら支出され、しか も個人的な財産 も一部混

じっている。その財源を再度調査す ることは容易ではな く、分割の時、紛糾 を免がれない。た と

えば校舎は分割できない し、各小学校は既 に長い歴史があるため、もしいったん改めれば郷紳が

愛校の情か ら、おそ らく反対す るだ ろう。そのため小学校の安易な合併や分割は、教育行政の強

権的な姿勢では実施が困難であることが分か る。

再度県 と郷鎮の教育関係 について考察す ると、新県制法規の うちに県と郷には仲介機構がな く、

県の面積は大きく特殊な状況があるので、区に分 け区署を設 けるとい う方法が採 られた。 しか し

区の面積が大きすぎるのはかえってまた区小学校 を改組する理由 となって しま う。ただ1つ の小

学校 では遠い ところの児童は通学す るに及ばない し、歴来の学区 と行政区は完全に一致 しないか

らである。いわゆる区立某某郷聯立小学校は事実上信頼 を失い、唯一学校理事会である校董会 の

利益だけが問題 となって しまう。

各郷紳 も区に中心学校があれば、 ことさら郷鎮中心学校を設立することに関心をもたず、区校

の所在地の中心学校は廃校 して しま う。つま り1つ の中心学校 に助力す るだけで郷紳の関心はも



う教育活動にな く、その結果、周辺校が経費徴収もままな らず閉校 して しま うのだった。 このよ

うに学区の分割 と教育行政職員の不備が、郷鎮の義務教育実施の過程で大きな障害 となったので

ある。

学校経費補助 も公立学校に支給 され るが、経済状況によっては支給 されないことも往々に して

あった。そ こで区に教育指導員、郷鎮に文化股主任幹事、保 に文化幹事、各郷鎮保長は教育に責

任を負 うことが義務付 けられたが、実際には郷鎮でこのよ うな人材は少なかった。学区の行政長

である郷保長が小学校運営については最大の責任を負 うのだが、ただ し教育行政の立場では郷保

長 らは、一区の行政機関長、一区の行政長官にすぎず、教育行政職員 として正規に充当されたわ

けではなか った。つま り地方 自治の発展 と教育普及の理念が混同 され、教育活動 を展開する うえ

で責任の所在が混乱 していた。

また教育行政関係者 が官吏である事実に対 しても、毛禮鋭 は 「教育行政機関は人事の問題か ら

逃げることはできない」 として、1機 関の公開、2自 立、3派 閥意識 を除く、4団 体意識を高め

ることが必須だ とし、人事の問題は複雑だと指摘 している22)。

県教育行政機 関による義務教育実施の困難

それではこのよ うな制度の変化に伴い、1940年 前後 を境 に小学校経費負担のあり方 はどのよ う

に変化 したのだろ うか。

この時期になると、学区内の教育水準を高めるため、中心学校には訓練費、学校開設設備費な

どの臨時費用、校長教員 の給与を中央あるいは省が補助するか、または県市政府が法を設 けて徴

収す ることになった。 これ らには、教員養成訓練経費、成績優勝な者への奨学金、貧困地区の学

校特別補助費、学校基金 と教職員給与、設備費用 も含まれた。ただ し中央省の教育補助費は、地

方に分配 されて学校の学校経費 とな り国民教育の量的発展及び質的改善に多少の効果はあった も

のの実質的な影響 は大 きくなかった。 国民学校の経費は各保別に30～60%、 郷鎮その他で40～

70%が 強制的に住民か ら徴収 された。つま り中央 ・省 からの補助費は少額であった。

中心学校基金保管委員会設置の意図

そ して1940年 代 には、1930年 代各校に設けられた籌備委員会か ら基金保管委員会へ と小学校経

費の管轄機関が移行 した。 この変化の うち最たるものは、郷鎮の中心的小学校である中心国民学

校、郷の下位 にある保 の中心的小学校である保国民学校の うちに現れた基金保管委員会である。

「修正広東省各保国民学校基金保管委員会章程」(1941年3月 、1941年6月 修正)で は、国民

学校基金壽集弁法第16条 の規定により、国民学校基金保管委員会を組織 し、保国民学校基金保管

委員会 を保国民学校内に設置することとなった。 この保国民学校 とは行政単位 を指す保 のなかで

の中心学校 を示 したものである。それゆえ保国民学校内の基金管理委員会は当該保における学校

経費管理の中心的役割 を担ったのである。1940年 、行政院よ り 「保国民学校及び郷(鎮)中 心学

校基金徴収弁法」が公布 され、地域社会で中心的役割 を担 う小学校 の教育基金の設置 と基金経費



の徴収について明 らかに された。 この法令による学校経費の財源の規定は表4の とお りである。

基本的には郷村の行政費が中心に用い られてお り、そのほか地域によって大きく相違する 「その

他」も3割 を占める。

地方教育経費の分配の問題だが、小学校経費は67%を 占めたものの、当時の各県市、学齢児童、

在学児童、未就学児童の数字を比べ るとまだ不足気味であった。全省県市人 口3,267万2,477名 の

うち、学齢児童363万9,000名 、在学児童135万1,892名 、未就学児童227万8,117名 であった。未就

学児童は児童全体の63%を 占めたのである。つま り地方の学校経費の分配は量の不足に して質の

問題で もあった。平均児童10元 には至 らない経費をも支出できなかった。

教育学者周彬は 「籌集 国民学校 基金的法定弁法」 として①1937年 「各省県市清理教育款産弁

法」による徴収 、②寺廟祠会 の財産寄付、③分工生産(養 鶏、蚕、蜂、魚、鴨 、羊)、 天然物品

の採集(薬 剤、水産、野生の食用実用的な動植物、そのほか)、 保弁公所あるいは郷鎮公所が住

民に各 自採取させ納め させる。学校 は工員 を雇用 し、これ ら物品を製造販売す る、④住民でその

財力 を自認する者による寄付 を挙げた。運用基金は、城鎮学校、郷村学校、山僻 地帯海浜の学校

に用い られ、基金運用の際は県府に案を報告 し、県督学及び区視導員が調査す ることを前提 とし

た23)。

基本的には上記の 「保国民学校及び郷(鎮)中 心学校基金徴収弁法」に基づ くものだが、この

時期は戦時中でもあ り住民が積極的に生産活動に従事することで新たな財源を確保す ることが求

められた。 これに関連 して教育学者胡葆良は、保国民学校は保が 自ら経費 を徴収す るのを原則 と

し、不足の時は県経費 よ り支給 され るベきだ と主張 している24)。実際は、郷鎮 中心学校経費の校

長教員の給与は県経費 によって、また事務経費設備拡充については地域社会で徴収 していたが、

保国民学校経費はすべてが地域社会の 自助努力に任 されたのである。そ して注意すべきは、郷鎮



中心学校に基金保管委員会が設立されたのだが、それは郷鎮内のすべての学校経費を管理す るも

のであ り、各中心学校内の経費に関 しては、学校内で開催 された校務会議において審議収支予算

の分配、学校基金、学田、学谷、学捐徴収増加方法の審議、学租、学捐、基金、利息 などの徴収、

保 管、分配方法の審議がなされたことである25)。中心学校 における学校経費の管理にはダブル ・

スタンダー ドがあったのである。・

郷鎮造産による学校経費の収入源の確保

1941年7月 財政部招集の第三次全国財政会議では、経費徴収の困難 と解決の原則 として内政部

公布の郷鎮造産弁法に関 して郷鎮の造産に触れている。そこでは郷鎮民代表大会の決議 を経 て郷

鎮造産収益の50%を 国民学校経費 とすべきだ と述べている。造産の実例 としては水道 を作 り、そ

の収入を学校経費 とするものがあった。

準備に1ヶ 月、実施に1ヶ 月、2ヶ 月の予定とする。籌備委員会を成立させ、場所の選

択、水道の観察、建築図の計画、材料経費の徴収、その他事務を行 う。郷鎮の民衆であ

る175名 の工員の多 くは赤貧であるので工員 ごとに50元 で8,500元 を必要 とするが、郷長

によ り調壮丁を徴収 し、地元技術者 が指導する。 さらに雇工50名 で2,500元 が必要だが、

最小の支出に とどめる。造産の 目的は地域社会の福利にあり、実施反対を食い止 めるこ

とが成功の第一条件で、そのために事前の根回 しが うまくいけば助力を得 られ反対 も少

なく、事業の進行 も益を得るとした。 そこで第一に郷鎮保長、第二に股戸、郷紳 、第三

に地方で事業経営の経験ある郷紳の助力を得 る必要性を述べている。

この根回 しに代表 される地域社会に根付 く伝統を考慮 しない限 り、郷鎮造産に基づ く義務教育

実施 は進展 しなかった。それでは どれほ どの経費が必要であったのだろ うか。

『四川省 国民教育第一巻第六期』 「造産興学運動－解決国民教育経費問題 的新途径－」に よれ

ば、「郷鎮中心学校及び保国民学校1学 級が最低集める基金は2,500元 、郷鎮中心学校で初級班4

班 、高級班2班 、民衆教育班2班 で基金は23,000元 あれば足 りる。 もし8保 で国民学校1校 設立

した ら、4万 元が必要 となる。郷鎮中心学校基金は63,000元 を集めなければならない。そのため

には郷鎮保造産事業で収入 を得ては じめて国民教育の基礎 を固めることができる」 とされた26)。

郷紳 による学校経費徴収への期待

しか し学区内で郷 中心学校 、保 中心学校に経費徴収機 関を設け、なおかつ行政組織である郷鎮

公所の協力の下、郷鎮造産 を行 うだけでは、実の ところ学校経費は不足気味であった。そ こで こ

のよ うな経費管理の組織の充実 と並行 して、地域社会の実質的な有力者である郷紳の学校経費徴

収への助力 も望まれた。

県長が巡行する南海県第八区教育会議(1932年12.月18日)に は、区董部、区委員 、学聯会、教



育会、参議院、各郷郷長、教育局行政委員、督学、商会、各善堂(福 祉機関)、 各校校長が出席

した。各郷鎮長が郷村の学齢児童の就学を督促す るため、学校設立の状況を調査すると、就学児

童 は60%に すぎなかった。そこで各郷で各郷鎮長、 「郷紳が学童を就学 させる方策」が採用 され

た。

また937年1月15日 龍門県教育局に よる雑誌 「龍門教育」でも 「郷紳は教育問題に注意すべ き

である。住民の教育程度は国の興替 と関係があるので、教育を高め国家を隆盛する必要がある」

と郷村の教育が、いずれ国家発展に関係 があると郷紳の活躍を期待 している。

また梅県では、1924年 以前は36保 であったが、1945年 には49郷 、3鎮 、1948年 は34郷 、4鎮 と

さかんに行政区画が変更 した27)。そのため、次々 とそのあ り方に変化が見 られ る行政区画 より、

む しろ従来か らある郷紳を代表 とする宗族社会が義務教育推進の鍵を握 ったのも事実である。そ

こで梅県の教育状況を見てみよ う。

本県文化教育状況、小中学校の設立は、城 区郷鎮経済と不可分の関係があった。城 区郷

鎮は人口密度の多寡 と経済状況を標準 とし区分 された。だいたい中学校を設置す る地域

では必ず学童が多 く、経済的に豊かだ。逆に小学校を設置す る地域で人 口が少ない と学

童 も少なく、経済力のない郷村の場合が多い。た とえば熱心に教育を行 う資本や産業が

豊かな宗族資産をもつ団体機関は学校 を創設す るため寄付を し、末裔 を育て、政府に協

力 し、郷民に福 をもたらす。実際、嘉応5県 の郷村で一種の優れた伝統があ る。一族の

うち聡明で優秀な子弟には家庭環境が貧 しく就学の力なくとも宗族 内の租嘗で相当も金

銭を出 し奨励するとい うものだ。みな北平、南京、上海、広州等の地で大学に入学 し、

あるいは外国に留学 し、修士、博士の学位 を取得 した。 このような結果、本県では城 、

区、郷 、鎮、学校がいたるところ林立 し、人が居住する地域では学校があ り住民の子弟

が就学 した。

また経費に関 しては、区立小学校 と聯立小学校の経費は十分充足 しているとはいえず、

一般 の小学校の収入 と比べて特別多い とはいえないため、教育税収入を分割する方法で

区立小学校を改組 した結果、依然 として円満な解決に至 らないなどの問題があった。若

干の区立小学校は中心学校 に改組す ることで経費の分割 をおそれ初級 中学校改組 を準備

さえ している。それは他の経費徴収源獲得が可能であるか らだ。何 しろ、各地の小学校

は地方勢力によって掌握 されている状況で、公立小学校では校董会 が設立されるが歴来

の学校経費は整理 されず、郷紳の協力も得 られ ないなどの問題があった。

つま り、教育行政が郷紳に協力を求めて も、郷紳は宗族内の子弟の教育のみ、つま り私教育の

み関心があ り、決 して公立小学校運営に尽力 しようとしなかった。郷紳主導の教育がはこび る学

区内の義務教育実施状況は、教育行政の側か らみ ると歯軋 りした くなるような状況であった。

そのため、教育学者郭有守は次のよ うに義務教育実施に郷紳の協力は不可欠だ と述ベている28)。



郷紳が国民教育推進に努力 し、切実な指導を行 い、政府3年 普及国民教育計画を郷紳の

指導の もと完成 させたい。,

第一には学校の社会化で、従来、学校を設立すると、往々に して学校は社会 と隔離 され、

一切の設備はみな社会 と関係な く、社会の木士 も学校に対 して何 ら問 うことはなかった。

このため学校は校長、教員だけの孤立 した古廟の ようであった。1

第二に、郷紳 自ら学校経費を徴収す ることである。 われわれは、四川省には5,000万 の

人口がいて学齢児童が500万 いることを知っている。すでに入学 した者 を除いて300万 は

まだ入学 していない。各地方で 自ら経費を徴収す るとき、社会の人士が理解 していない

と、困難 な問題が発生す る。郷紳たちが、自ら経費を集める重要性 を随時宣伝 し、多く

の指導、協力を行えば弊害がなくなる。

このことか ら、郷紳に対 して学校経費の徴収面への協力だけが要請 されたのでなく、その根底

にある郷紳の非協力的な態度で郷鎮の資産が学校経費に転用できない事実に対 して義務教育実施

への理解が求められたと理解できる。

おわ りに

県府 に教育行政機 関が存在 していたが、県教育行政機関 とは視学員な ど地域社会 を回 り義務教

育実施 を推進する職員 と、県教育行政機関として県内の教育事務を管轄す るための職員を置いて

いただけで、そ こに新 しい県独 自の教育政策を展開す るよ うなブレー ンの存在 もなかった。つま

り必要最低限の事務機能 と中央の法令で定め られた視学員のような職員 を有 していただけであっ

た。 このことから、省教育庁 と郷村には県府が中間介在者 として存在 していたものの、存在感の

薄 さが明 らかであ り、また本来省教育局の職務が省立学校の設立運営にあることを考えると、こ

の教育行政体系の問題点が明 らか となるであろ う。

また義務教育実施の過程で最大の障害 となったのは学校経費の不足であるが、郷村はその解決

方法 を持ち得なかった。何 しろ、郷村 に補助金が出されることはほ とん どなかった。そのなかで、

学校経費徴収のあ り方 として、寄付 をす る者を表彰 した り、郷村内で共同で生産活動に従事す る

ことで得 られた利益を学校経費 とした りと多 くの方法が模索 された。 しか しそれがほ とん ど意味

をなさず、多 くの小学校が閉校の憂き目にあったのは、学校経費を支 える経済力が郷村にはなか

ったこと、そ してそれ を支 える上級機 関の財政的支援 もなかったことである。そのため郷村 にお

いて学校経費が個々の小学校維持のための経費としてのみ理解 され、義務教育実施のために必用

な経費 としては全 く理解 されていなかった。いわば、各学校経費が集約 されれば、それがすなわ

ち郷村の教育財政 とはならなかったのである。 あくまで学校経費は学校経費 として孤立 した存在

であった。そのため各小学校は 自ら学校経費の画策に翻弄されるのである。
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